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はじめに

2019年12月に中国の武漢で確認された新型コロナウイ
ルス感染症（以下 COVID-19とする）は2020年には世界
的な感染となった。わが国においても、COVID-19を新
型インフルエンザ等対策特別措置法の適用対象とする改
正案が、2020年３月13日に可決・成立し、緊急事態宣言
が４月７日に発令された。５月25日までには一旦、全
ての都道府県で緊急事態宣言は解除されたが１）、いまだ
感染終息の見通しが立たない状況にあり、医療従事者
が、COVID-19から人々の安全と命を守るために使命感
を持って奮闘する日々が続いている。

COVID-19がわが国へ及ぼした影響は大きく、教育機
関でも今まで経験したことがない危機的な状況がおきて
いる。2020年の文部科学省の「大学等における後期等の
授業の実施方針等に関する調査」によると、授業を対面
のみで実施できた大学等は全国で19.3%であり、関東で
は8.8%という報告がされている３）。本学においても、講
義に関しては対面授業から可能な限り、オンラインでの
講義に変更し感染対策をしている状況が続いている。ま
た、看護学実習に関しては、医療機関が主である臨地実
習施設の状況からも臨地実習の実施の有無に関しては何
度も検討を重ねた。

母性看護学領域においては、臨地実習先の状況と領域
の専門性により今年度は対象と学生の安全を守りながら
母性看護学実習の目標を安全に達成させることが困難で
あると考え、前期実習（６月８日～８月14日）において
は全て臨地実習から学内実習へ変更し母性看護学実習の
代替とした。

2020年 の 一 般 社 団 法 人 日 本 看 護 系 大 学 協 会 の
「COVID-19に伴う看護学実習への影響調査」によると、

学内実習への変更については、全体の80.1%が行い、専
門領域別では、母性看護学 （86.0%）が最も割合が多く、
次いで小児看護学（83.5%）、他の領域でも７～８割程度
の変更があったことについては12月11日に速報として報
告がされている２）。

今年度の本学での母性看護学実習を、臨地実習から学
内実習に変更した取り組みから得られた可能性と今後の
課題について報告する。

Ⅰ．母性看護学実習の概要

本学は、修業年限３年の短期大学である。母性看護学
実習（２単位90時間）は（表１）、病院実習72時間と学
内実習（オリエンテーションを含む）18時間としている。
母性看護学実習では妊・産・褥婦と新生児の特徴を理解
し、看護過程の展開を通して、対象に必要な看護を提供
する。また、実習を通し母性看護の役割を理解すること
を実習目的としている。実習方法は、３年次に実習施設

（産科病棟）で主に１組の褥婦・新生児または妊婦、産
婦（胎児）を受け持ち継続して看護実践を行う。また産
婦人科外来では妊婦健診や産褥健診、助産師外来、両親
学級等に来院する対象者との関わりや保健指導を見学し
ている。また、母性看護学実習中にカンファレンスを30
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分～ 60分行っている（表２）。

Ⅱ．母性看護学実習（学内実習）の取り組み

１．学内実習の概要

今年度の母性看護学実習は、COVID-19の影響で後
期（８月24日～ 10月２日）に臨地実習を実施した12名
を除く74名が臨地実習から学内実習へ変更となった。
COVID-19対策として、学内実習開始前に学生の体調確
認後に、実習開始とした。また、３年生を４名～最大８
名までを１グループとし実習室や教室に入る人数の制限
をした。また、実習時間に関しても、１日（８時30分～
16時00分）から午前ないしは午後の約２時間とし、カン
ファレンスも中止した。２週目の水曜日または木曜日の
いずれかは自宅学習日とした（表３）。

２．学内実習（１週目）

学内実習においても妊・産・褥婦と新生児の特徴を理
解し、看護過程を展開できるように、学内実習で使用す
る資料（事例Ａさん）を作成し実習初日に配布した。事
例Ａさんは妊娠期（初診）から産褥期（産後２日目）ま

での事例であるが、実習初日には妊娠期の情報のみを学
生に提示した。可能な限り臨地に近いリアルな看護展開
のために実習日数に応じて事例Ａさんの情報を追加して
提示し、受け持ち期間（４日間）を通して妊娠、分娩、
産褥、新生児期における正常な生理的変化を学習できる
ように１週目の学習内容を計画した。

具体的には、実習初日はシミュレーター（妊婦モデ
ル）と分娩監視装置を用いて、子宮収縮測定用トランス
デューサーと胎児心拍用トランスデューサーの装着を学
生に実施させた。その後、教員が作成したＡさんの胎児
心拍数陣痛図の結果（NST）を学生に判読させた。事
例Ａさんの妊娠期に必要な保健指導案の作成は課題とし
た。

実習２日目は分娩期の情報を提示し事例Ａさんに必要
な分娩期の看護について考えさせた。また、知識・技術
面だけでなく、「分娩の実際」をDVDで視聴させ、到達
目標11「生命の尊厳や母性の尊厳について、自己の考え
を深めることができる」が達成できるようにした。

実習３日目および４日目には、母性領域の教員が事例
Aさん役となり、２日間で全学生が褥婦の観察および新

表２　2020 年度　母性看護学実習シラバス（一部抜粋）
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生児の観察と沐浴が実施できるようにした。
最終日には１週間の学びと２週目に向けての課題が明

確になるよう実習記録と実習初日に配布した母性領域の
過去の国家試験問題の結果と評価表を持参させて中間面
談をおこなった。また、２週目の学内実習が順調に進む
よう「帝王切開術」と「光線療法」の学習に関して事前
課題として提示した（表３）。

３．学内実習（２週目）

２週目は１週目の事例Aさん（妊娠期までの情報は同
じ）が分娩２期で異常に移行し、帝王切開術（以下C/S
とする）を受けた事例である。また、事例Ａさんの新生
児に関しても生後２日または生後３日に高ビリルビン血
症で光線療法開始となる事例に変更し、資料を学生に配
布した。学内実習１週目と同様に実習日数に応じて事例
Ａさんの情報を追加して提示した。２週目では、妊・産・
褥婦と新生児の特徴を理解し、看護過程の展開を通して、
対象に必要な看護を提供できることも目標とした。到達
目標６「産褥期にある女性の産後の回復に向けた生活支
援と健康教育ができる」が達成できるような学習内容を
計画した（表３）。

具体的には、実習初日は事例を提示して、学内実習中
に事例Ａさんの分娩期のアセスメントまで実施させた。
看護計画の立案は課題とした。

実習２日目は産褥期（C/S １日目）の情報を提示し
事例Ａさんに必要な産褥期の看護について考えさせた。
実習２日目と実習３日目または４日目（水曜日または木
曜日のいずれかは自宅学習日）の２日間は母性領域の教

員が事例Ａさん役となり、全学生が産後の回復に向けた
生活支援と健康教育の看護実践（計画の追加・修正・評
価）できるようにした。

最終日には２週間の学びと今後の課題が明確になるよ
う実習記録と評価表を持参させた。また、母性看護学実
習前後での成長を学生自身でも実感できるように母性領
域の過去の国家試験問題の結果も再度持参させ、最終面
談をおこなった。

Ⅲ．結果および考察

臨地実習では、主に１組の褥婦・新生児または妊婦、
産婦（胎児）を受け持ち、継続して看護実践を行うこと
にしているが、近年の少子化により困難な状況にある。
また、臨地実習で出産の場面に立ち会う機会も減少して
いる。今回は学内実習ということで全学生に同一内容で
平等に意図的に学習させたい内容を２事例（正常と異常
の看護過程）学習させることができた。受け持ち期間や
対象によっては、到達目標６「産褥期にある女性の産後
の回復に向けた生活支援と健康教育ができる」や到達目
標11「生命の尊厳や母性の尊厳について自己の考えを深
めることができる」は目標達成が難しい内容である。し
かしながら、学内実習であることから、DVDではあるが、

「分娩の実際」を視聴したことにより、生命の尊厳や母
性の尊厳について考える機会がより得られた。また、全
学生が産褥期にある女性の産後の回復に向けた生活支援
としての産褥体操の実施や沐浴指導、家族計画などの健
康教育を実践できた。

表３　母性看護実習　学内実習案（２週間）
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Ⅳ．今後の課題

母性看護学実習の看護の対象者は妊婦・産婦・褥婦・
新生児およびその家族である。妊娠、分娩、産褥、新生
児期は生理的変化ではあるがダイナミックに変化し異常
に移行しやすい時期である。今回の学内実習では、臨地
実習でもよく遭遇する対象を事例として提示した。今年
度はCOVID-19に伴う急な母性看護学実習の内容の変更
である。今年度の状況から、今回の報告は実践した内容
のみであり、学習効果の検証はおこなえていない。しか
しながら、学習者が同一内容で平等に意図的に学習させ
たい内容を２事例（正常と異常の看護過程）学習でき、
学内実習中の学生の反応や母性看護学実習の評価内容か
ら学習者・教員双方にとって多くの成果が期待できると
思われる。次年度は本学研究倫理審査委員会に研究申請
をおこない学内実習の効果を検証することを検討してい
る。

倫理的配慮

個人情報を取り扱っておらず、対象者個人の特定につ
ながる情報の記載はない。

おわりに

学内実習では１週目に「分娩の実際」をDVDで視聴
しているが（表３）、臨地実習で命がけの出産の場面に
立ち会うことなどは、学生にとって心に残る実習であ
る４）。また、褥婦が新生児をみつめる姿や、睡眠時間を
削り授乳する姿などは臨地でしか学べない、感じにくい
ことである。生命の尊厳、母親の適応過程と母子相互作
用について看護基礎教育という重要な期間に学習できる
貴重な機会であることも踏まえながら学内実習の内容を
改善し次年度に続けていきたい。

また、近年の少子化により、一般病棟の産婦人科や小
児科が減少していることなどから、特に母性看護学や小
児看護学において実習施設の確保が困難となっており、
学生が実習で経験できる内容にもばらつきが生じてい
る５）。またCOVID-19が終息するまでには時間がかかる

ことも予測される状況にあり、2022年のカリキュラム改
正６）の前に今後の母性看護学実習のあり方を考える貴
重な機会にもなった。
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